
証券コード 2480

2020年6月5日

株 主 各 位
東 京 都 目 黒 区 東 山 ２ 丁 目 ６ 番 ３ 号

システム・ロケーション株式会社
代表取締役社長 千 村 岳 彦

第52期定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第52期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年6月23日（火曜日）午

後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日 時 2020年6月24日（水曜日）午前10時

２．場 所 東京都目黒区東山2丁目6番3号

本社ビル5階会議室

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １.第52期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業

報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会

の連結計算書類監査結果報告の件

２.第52期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算

書類報告の件

決 議 事 項

議 案 剰余金処分の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申し上げます。
　なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、
インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　https://www.slc.jp/)に掲載させていただき
ます。
　※当日の健康状態や体調等に十分ご配慮の上、ご無理をなされないようお願いいたします。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

（ 2019年4月 1日から
2020年3月31日まで ）

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　第52期（2019年4月1日から2020年3月31日）におけるわが国経済は、第１四半期連結会計

期間から第３四半期連結会計期間（2019年4月1日から2019年12月31日）においては、輸出

や設備投資などが活発で景気回復基調を維持し、世界経済においても継続的な米中貿易摩

擦や米国政権の保護主義的な政策の強まりの影響があったものの、堅調な米国経済と中国

や新興国経済の成長の持続などにより順調に推移しました。一方で第４四半期連結会計期

間（2020年1月1日から2020年3月31日）に入り、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大に

ともない、多くの国で、所謂「非常事態」が宣言されるなど、内外において実体経済が深

刻な影響を受けており、不透明な状態が続きました。

当社関連市場においては、「100年に一度」というキーワードのもと新たな各種取り組み

が活発となった一方で、2019年10月の消費税増税による消費者マインドの低下や新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響もあり、通期での新車販売台数は約22万台減（前期比4.2％

減）、中古車登録台数はほぼ前期並みの水準となりました。

　当社グループは当期におきまして、継続的な事業の成長を目標に、前期に引き続き当社

の基本商品である「ＲＶ Ｄｏｃｔｏｒ」、「ＰＶ Ｄｏｃｔｏｒ」、「車種ＤＢ」を組み

込んだプラットフォームの利用拡大、自動車販売事業者向け販売支援システム「ＣＡ Ｄｏ

ｃｔｏｒ」の拡販、お客様のニーズに対応した新機能追加や新商品開発の推進、およびこ

れらのクラウド型ＢＰＯサービスを伸長させるためのプライベートクラウド環境（＊）の

増強を図りました。(＊)　自社専用のクラウド環境

　その結果、当期における売上高は1,065,711千円（前期比14.5％増）となりました。利益

面については、営業利益は425,766千円（前期比34.9％増）、持分法投資利益等を加減した

経常利益は493,986千円（前期比37.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は327,511

千円（前期比35.6％増）となりました。

　なお、新型コロナウイルス感染症拡大による当期の業績への大きな影響はありません。
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②　設備投資の状況

　当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は53,058千

円で、その主なものは次のとおりであります。

イ．当連結会計年度中に完成した主要設備

本社

本社

　ＱＶアシスト

　本社ビル改修

ロ．当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充

　　該当事項はありません。

ハ．当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

　　該当事項はありません。

③　資金調達の状況

　該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

　該当事項はありません。
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(2) 財産及び損益の状況

　　①　企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第49期

(2017年3月期)
第50期

(2018年3月期)
第51期

(2019年3月期)

第52期
(当連結会計年度)

(2020年3月期)

売 上 高　(千円) 964,833 867,419 930,861 1,065,711

経 常 利 益  (千円) 228,346 305,809 359,854 493,986

親会社株主に帰
属する当期純利
益

　(千円) 126,975 199,608 241,494 327,511

１株当たり当期純利益 (円) 35.99 56.57 68.44 92.82

総 資 産　(千円) 2,187,957 2,513,872 2,603,355 2,890,265

純 資 産　(千円) 1,846,937 2,063,231 2,188,884 2,391,528

１株当たり純資産額 (円) 523.45 584.52 620.37 677.81

②　当社の財産及び損益の状況

区 分
第49期

(2017年3月期)
第50期

(2018年3月期)
第51期

(2019年3月期)

第52期
(当事業年度)
(2020年3月期)

売 上 高　(千円) 961,713 864,483 927,075 1,065,484

経 常 利 益  (千円) 229,553 319,601 353,642 489,330

当 期 純 利 益　(千円) 128,582 182,904 234,793 316,460

１株当たり当期純利益 (円) 36.44 51.84 66.54 89.69

総 資 産　(千円) 1,994,088 2,288,609 2,378,001 2,661,235

純 資 産　(千円) 1,663,572 1,849,499 1,979,577 2,179,346

１株当たり純資産額 (円) 471.48 524.18 561.05 617.68
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社との関係

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

ジェイ・コア株式会社 100,000千円 100％ －

千車科技（北京）
有限公司

US$700,000 100％ ファイナンス事業者向け業務支援

株式会社ミネルバグラ
ンディール

10,000千円 49.5％
ITシステムの企画、設計、開発、
運用保守サービス全般

(4) 対処すべき課題

　当社グループは、経営理念「Co-Creation」の実現に向け、企業価値を高め、成長シ

ナリオを実現し続けるために、以下を対処すべき主要課題として取り組み、企業体質お

よび商品力の強化を図り、収益の向上を目指します。

１．システム事業の推進
　当社のクラウド型ＢＰＯ（*）サービスをより拡充・進化させ、個々のメニュー

を有機的に組み合わせて、収益の拡大・収益力の向上に努めます。具体的には既存

ドメインである自動車ファイナンス市場への新たなサービスの開発や投入、成長ド

メインである自動車流通市場への営業強化を図ります。

　＊　Business Process Outsourcing　の略

２．人材の採用強化と育成
　事業の継続と拡大、成長戦略の実現などすべての企業活動において、優れた人材

の確保と育成が重要と認識しております。また事業規模の成長スピード、事業収益

力の確実性を高めるには、組織の活性化や社内環境づくりが必要と認識しており、

今後もさらなる優秀な人材の採用と育成、生産性を高める職場環境構築を図りま

す。

３．企画力・技術力の強化
　技術の加速度的な進展のなか、「100年に1度の大変革」と言われる自動車業界に

おける当社のドメインにおいても、戦略的なIT活用による事業運営、事業拡大、ま

た新規事業への対応に対するニーズが高まってきております。今後もこのような

顧客ニーズに十分に対応し、顧客に価値を提供し続けるために、企画力・技術力の

強化は主要課題だと認識しております。これまでの当社固有の専門性や当社ドメ

インに対する企画力に加え、より付加価値の高いサービスの開発・提供を実現する

ため、顧客の新たなニーズに応える企画力、新技術への取り組みの強化に努めてま

いります。

４．経営環境変化への対応

　新型コロナウイルス感染症の世界的拡大による国際関係、社会、世界経済、日本

経済への影響は未だ計り知れません。当社の事業活動においても少なからず影響

があると判断しておりますが、その大きさや継続性、また直接的か間接的かと言う

点などにおいて、影響は様々であり、まだ不明な点が多いと認識しております。当

社では、これを事業環境・影響環境の変化としてとらえ、その変化に対応するた
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め、前記３の「企画力・技術力の強化」とともに、営業においても環境に応じたス

タイルへと柔軟に変化させ営業力の厚みを増すことで、負の影響の 小化を図り、

更には転じて当社の強みとなるよう努めてまいります。

　株主の皆様におかれましては、引き続き何とぞ一層のご指導、ご支援を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（2020年3月31日現在）

　当社グループは、「ファイナンステクノロジー（＊１）、及びインフォメーション

テクノロジー（＊２）を融合した『ＩＴプラットフォーム』を提供する」ことを目指

す自動車関連事業者向けのクラウド型ＢＰＯサービス企業です。

＊１　オートリース会社等を中心にファイナンス事業者全般を対象にしています。

＊２　自動車ファイナンス事業者及び自動車販売事業者に必要なシステムの開発な

らびに提供を行っています。

(6) 主要な営業所（2020年3月31日現在）

事 業 所 名 所 在 地 設 備 の 内 容

本 社 東 京 都 目 黒 区 本 社

(7) 使用人の状況（2020年3月31日現在）

　①企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

営 業 部 門 15（-）名 3名増　　　(―）

シ ス テ ム 部 門 12（6） 2名増　 (1名増）

管 理 部 門 5（-） 1名増　　　(―）

合 計 32（6） 6名増　 (1名増）

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外
数で記載しております。

　②当社の使用人の状況

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

27名 5名増 39.8歳 7.9年

（注）使用人数には使用人兼務役員、契約社員を含み、役員、臨時雇用、派遣社員は含ま
れておりません。

(8) 主要な借入先の状況（2020年3月31日現在）

      該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．会社の現況

（1）株式の状況（2020年3月31日現在）

 ① 発行可能株式総数 7,698,000株

 ② 発行済株式の総数 3,570,000株 (自己株式41,701株を含む)

 ③ 株主数 467名

 ④ 大株主の状況（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

有 限 会 社 タ イ ム ラ ー 1,710,000株 48.47％

千 　 村 　 岳 　 彦 890,000 25.22

小 　 堀 　 元 　 裕 137,400 3.89

田 中 幸 夫 124,200 3.52

水 　 元 　 公 　 仁 90,000 2.55

M S I P 　 C L I E N T 　 S E C U R I T I E S 82,400 2.34

千 　 村 　 紫 　 乃 45,000 1.28

千 　 村 　 勇 　 貴 45,000 1.28

吉 岡 裕 之 25,000 0.71

光 通 信 株 式 会 社 20,500 0.58

    (注) 1.当社は自己株式を41,701株保有しておりますが、上記大株主からは除外してお

ります。

         2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。

（2）新株予約権等の状況

　   　該当事項はありません。
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（3）会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（2020年3月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 千 村 岳 彦

常 務 取 締 役 前 田 　 格
 経営企画部長　兼　ＩＣＴ部長

 管理部管掌

常 務 取 締 役 内 村 裕 一  プロダクツ開発室長　営業部管掌

取 締 役 林 　 雅 大  システム・技術担当

取 締 役 永 野 竜 樹

ｵｰﾙﾆｯﾎﾟﾝ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱

代表取締役副社長

ﾄｰｾｲ㈱社外監査役

常 勤 監 査 役 小 島 　 寔

監 査 役 鈴 木 清 雄  社会保険労務士

監 査 役 山 中 雅 雄

 弁護士

 ㈱ﾁﾖﾀﾞ社外監査役

 ｴｰｽ証券㈱社外取締役

 ﾄｰｾｲ㈱社外取締役

（注）  １．取締役永野竜樹氏は、社外取締役であります。
        ２. 監査役小島寔、監査役鈴木清雄及び、監査役山中雅雄の三氏は、社外監査役

であります。
        ３. 当社は取締役永野竜樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指

定し､同取引所に届け出ております。

② 当事業年度中に退任した取締役及び監査役

該当事項はありません。

③ 取締役及び監査役の報酬等

　イ．当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役 5名 61,774千円
（ う ち 社 外 取 締 役 ） （1名） （2,400千円）
監 査 役 3名 9,600千円
（ う ち 社 外 監 査 役 ） （3名） （9,600千円）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

8名
（4名）

71,374千円
（12,000千円）

（注)１.  取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
   　２.  取締役の報酬限度額は、2000年5月25日開催第32期定時株主総会において年額

100百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいておりま
す。

　　 ３． 監査役の報酬限度額は、1979年5月31日開催第11期定時株主総会において年額50
百万円以内と決議いただいております。

－ 8 －



(4) 社外役員に関する事項
①　他の法人等との業務執行者としての重要な兼職状況及び当社と当該他の法人等と

の関係
・取締役永野竜樹氏は、オールニッポン・アセットマネジメント株式会社の代表取
締役副社長であります。なお、同社と当社との間には特別の関係はありません。

②　他の法人等の社外役員等としての重要な兼任状況及び当社と当該他の法人等との
関係
・取締役永野竜樹氏は、トーセイ株式会社の社外監査役であります。なお、同社と
当社との間には特別の関係はありません。

・監査役山中雅雄氏は､株式会社チヨダの社外監査役、エース証券株式会社の社外
取締役、トーセイ株式会社の社外取締役であります。なお、各社と当社との間に
は特別の関係はありません。

③　当事業年度における主な活動状況
イ．取締役会、監査役会への出席状況

取締役会（18回開催） 監査役会（17回開催）

出席回数 出席率 出席回数 出席率

取締役 永野竜樹 16回 89％ - -

監査役 小島  寔 18回 100％ 17回 100％

監査役 鈴木清雄 18回 100％ 17回 100％

監査役 山中雅雄 18回 100％ 17回 100％

ロ．主な発言状況
・永野竜樹氏は、大手金融機関における経験を有し、現在も運用会社取締役とし
て企業経営に携わっており、取締役会において、その幅広い経験と専門的な高
い見識を基に、他の取締役に対する監督機能を十分に発揮するとともに、取締
役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っていただけ
るものと判断しております。

・小島寔氏は､社外監査役として行った監査の報告をし、取締役会において､主に
当社事業に対する知見及び経営全般に関する見識を有する監査役としての発言
を行っております。また監査役会において、当社の内部監査について適宜、必
要な発言を行っております。

・鈴木清雄氏は､取締役会において､主に社会保険労務士としての専門的見地なら
びに経営全般に関する見識を有する監査役としての発言を行っております。ま
た監査役会において、当社の内部監査について適宜、必要な発言を行っており
ます。

・山中雅雄氏は､取締役会において､主に弁護士としての専門的見地ならびに経営
全般に関する見識を有する監査役としての発言を行っております。また監査役
会において、当社の内部監査について適宜、必要な発言を行っております。

④　責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額の範囲内としており
ます。
　なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の
原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
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３．会計監査人の状況

（1）名称　EY新日本有限責任監査法人

（2）報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16,800千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の

財産上の利益の合計額
16,800千円

（注）１.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区

分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合

計額を記載しております。

２.監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬

見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、

会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

（3）非監査業務の内容

　該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当社の会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当し、適正な監査の遂

行が困難であると、監査役全員が認めた場合、監査役会は全員の同意に基づき当該会

計監査人を解任するものとします。

　また、当社の会計監査人について、法定解任事由に該当する事実がある場合のほか、

会計監査人としての独立性、信頼性、効率性等を評価し、より適切な監査を期待でき

る会計監査人の選任が必要と判断した場合は、監査役会は、株主総会に提出する会計

監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。

（5）責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

（6）過去２年間に業務の停止の処分を受けた者に関する事項

　該当事項はありません。
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４. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　当社は、2015年5月20日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針につい

て決議しております。基本方針の概要は、以下のとおりです。

1.取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

(1)全役職員の日常活動における行動基準であり、かつコンプライアンスの基本方針及び

遵守基準である「システム・ロケーション株式会社倫理・行動規範」の浸透を図るとと

もに、「コンプライアンス管理規程」を制定し、コンプライアンスの徹底と企業倫理の

確立を図る。

(2)代表取締役社長を委員長とする内部監査委員会がコンプライアンスの推進及び徹底を

図るための協議・調整を行う機関となり、管理部担当役員が「実施統括責任者」として

コンプライアンスの推進・徹底を図るため、組織・体制を整備するとともに、違法行為

などに関する情報把握ルートの確保を図るため、内部通報制度を「コンプライアンス管

理規程」内において設ける。

(3)「職務権限規程」、「業務分掌規程」に基づき、特定の者に権限が集中しないよう内

部牽制システムの確立を図る。

(4)内部監査を実施して不正の発見・防止と業務プロセスの改善に努める。

2.取締役の職務の執行にかかる情報の保持及び管理に対する体制

(1)取締役の職務の執行にかかる情報については、法令、定款及び「文書管理規程」に基

づき、適切かつ安全に管理する。

(2)情報セキュリティ管理についての規程を策定し、当社グループにおけるリスク情報の

管理を徹底する。

(3)内部監査委員会は「コンプライアンス管理規程」に基づいて、取締役、従業員に対し

て、法令、定款、「文書管理規程」に則った文書の保存、管理を適正に行うように指導

する。

(4)取締役及び従業員は、取締役の職務の執行にかかる情報を適切かつ確実に、取締役ま

たは監査役が閲覧を要求した場合に、いつでも閲覧及び検索が可能な状態で保管してお

く。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)会社が直面するリスクを管理するために策定された「リスク管理規程」の取締役及び

従業員への浸透を図る。

(2)「リスク管理規程」に従い、リスク管理方針を策定し、適切にリスク管理を行うための

組織・体制及びリスク管理における役割と責任を明確に定めるとともに、統合的なリス

ク管理の推進・徹底を図るため代表取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」を

設置する。また、「リスク管理統括部門」は、リスク及びリスク管理の状況をモニタリ

ングするとともに資本の十分性を検証する。

(3)大規模な事故、災害、不祥事、新型コロナウイルスなどの感染症拡大、その他の緊急

事態が生じた場合には、危機対策本部を設置するなどして迅速にこれに対応し、損害の

拡大の防止に努める。
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4.取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役会は毎月1回定期的に行うほか、適時随時に実施し、法令、定款及び「取締役会

規程」に従って、重要事項について審議・決定を行う。

(2)取締役は、幹部職員を含めた定例的な情報交換会を実施するとともに、必要に応じて

適時ミーティングを実施して活発な情報交換を図り、迅速な対応が要求される事項につ

いてスピーディーな意思決定を可能にする。

5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)当社グループ共通の行動指針として、「システム・ロケーション株式会社倫理・行動

規範」、その他の重要な基本方針等の精神を共有し、当社とともにこれらを実践する。

(2)「関係会社管理規程」に従って、子会社の経営及び業績を管理、指導する。

6.監査役の職務を補助すべき従業員に関する体制と当該従業員の取締役からの独立性に関

する事項

(1)監査役が必要とした場合は、監査役の職務を補助する従業員を置くこととする。

(2)当該従業員は、監査役より受けた業務に関し、取締役などの指揮命令に服さない。当

該従業員の任命、異動、評価、懲戒は監査役の意見を尊重した上で行うものとする。

(3)当該従業員が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役にかかる業務を優先して従

事するものとする。

7.取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

(1)当社グループの取締役及び従業員は、法令違反事実、会社に著しい損害を与える事実

があることを発見した場合は、「コンプライアンス管理規程」に定める内部通報制度を

活用して、コンプライアンス委員会内に設置される通報者に不利益が及ばない「コンプ

ライアンス相談窓口」にその報告を行うとともに、監査役に対して、当該事実に関する

事項を速やかに報告することとする。

(2)リスク・コンプライアンス情報を受け取った「実施統括責任者」または「コンプライ

アンス担当部門」は、迅速、かつ適切に対応するとともに、当該情報について監査役に

報告するものとする。

(3)当社グループの取締役及び従業員は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求め

られた場合には、速やかに報告を行わなければならない。

8.その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

(1)監査役は、内部監査の年次計画について事前に説明を受け、修正を求めることができ

るものとする。実施状況についても、適宜報告を受け、必要に応じて追加監査の実施、

業務改善策の策定などを求めることができる。

(2)監査役は、会計監査人を監督し、会計監査人の取締役からの独立性を確保するため、

会計監査人の監査計画について事前に報告を受けることとする。会計監査人の報酬及

び会計監査人に依頼する非監査業務については監査役の事前承認を要するものとする。

(3)監査役は、取締役、従業員等と、必要に応じていつでも意見交換を行なうことができ

る。

(4)監査役は、必要に応じていつでも、重要と思われる会議に出席することができる。
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(5)監査役が、その職務の執行について生ずる費用または債務の前払いまたは償還等の請

求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速や

かに当該費用または債務を処理する。

9.財務報告の信頼性を確保するための体制

(1)財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法第24条の４の４に規定する内部統制報告書

の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、当社グループ全体に対する

内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、

必要な改善を行う。

(2)法令及び証券取引所の規則を遵守し、適正かつ適時に財務報告を行う。

(3)内部監査部門は、全社的な内部統制の状況や業務プロセス等の把握・記録を通じて評

価及び改善結果の報告を行う。

(4)取締役及び従業員は、「内部統制改善報告制度」に則り、内部統制上是正措置を施す

べき不備を発見もしくは認知した場合には、その内容を当社取締役に報告する。報告を

受けた取締役は、代表取締役社長に当該内容を報告し、代表取締役社長がその不備の改

善のための方策を指揮し、改善状況を取締役会にて、取締役、監査役に報告する。

10.反社会的勢力の排除

　社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、断固たる行

動をとることを周知徹底し、一切の関係遮断に向けた取り組みを推進する。

11.業務の適正性を確保するための体制の運用状況

　当社は、前記の業務の適正を確保するための体制について、内部統制システム基本方

針に基づき、適切な整備とその運用に努めております。当連結会計年度における当該体

制の運用状況は以下のとおりです。

(1)取締役は、取締役会を毎月開催し、取締役及び使用人の職務執行の適正性、経営リス

クまたは法令及び定款等への適合性を審議し、経営上の意思決定を行っております。

(2)監査役は、監査役会を毎月開催し、監査役相互による意見交換を行っております。ま

た、監査役は、会計監査人ならびに内部監査室との間で定期的に情報交換等を行い、

取締役会を含む重要な会議への出席を通じて、取締役の職務執行、法令、定款等の遵

守等について監査を実施しております。

(3)内部統制委員会は、年次の内部統制評価の基本計画に基づく内部統制評価を実施し、

取締役会にその結果を報告しております。

(4)情報セキュリティ委員会は、セキュリティリスクの見直しを実施し、リスク対策を検

討しております。また内部監査人による内部監査を実施し、結果を社長に報告し、不

適合については適切な是正措置を実施しております。

(5)当社は、使用人の日常のセキュリティ意識、及びコンプライアンス意識を高めるため、

全社員を対象とした社内研修を年1回実施しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2020年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

原材料及び貯蔵品

未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

保 険 積 立 金

そ の 他

1,760,984

1,605,881

133,556

34

198

21,313

1,129,281

283,536

108,298

914

44,631

129,691

159,548

121,776

37,772

686,196

452,672

217,038

16,485

流 動 負 債 228,951

買 掛 金 20,925

未 払 法 人 税 等 120,892

賞 与 引 当 金 23,169

そ の 他 63,963

固 定 負 債 269,785

繰 延 税 金 負 債 23,571

退職給付に係る負債 59,490

役員退職慰労引当金 186,724

負 債 合 計 498,736

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 2,292,332

資 本 金 191,445

資 本 剰 余 金 191,230

利 益 剰 余 金 1,928,180

自 己 株 式 △18,523

その他の包括利益累計額 99,196

その他有価証券評価差額金 108,899

為替換算調整勘定 △9,702

純 資 産 合 計 2,391,528

資 産 合 計 2,890,265 負 債 純 資 産 合 計 2,890,265
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連 結 損 益 計 算 書

( 2019年４月１日から
2020年３月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 1,065,711

売 上 原 価 185,729

売 上 総 利 益 879,981

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 454,215

営 業 利 益 425,766

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 11,390

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 23,676

保 険 解 約 益 30,762

そ の 他 2,539 68,369

営 業 外 費 用

為 替 差 損 149 149

経 常 利 益 493,986

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0 0

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 493,986

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 173,762

法 人 税 等 調 整 額 △7,286 166,475

当 期 純 利 益 327,511

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 327,511
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連結株主資本等変動計算書

( 2019年４月１日から
2020年３月31日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 191,445 191,230 1,674,765 △18,438 2,039,002

連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △74,095 △74,095

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

327,511 327,511

自 己 株 式 の 取 得 △85 △85

株主資本以外の項目の連結
会計年度変動額(純額)

連結会計年度変動額合計 － － 253,415 △85 253,330

当連結会計年度末残高 191,445 191,230 1,928,180 △18,523 2,292,332

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証券評価
差 額 金

為替換算調整勘定
その他の包括利益累
計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 151,409 △1,526 149,882 2,188,884

連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △74,095

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

327,511

自 己 株 式 の 取 得 △85

株主資本以外の項目の連結
会計年度変動額(純額)

△42,510 △8,175 △50,685 △50,685

連結会計年度変動額合計 △42,510 △8,175 △50,685 202,644

当連結会計年度末残高 108,899 △9,702 99,196 2,391,528
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

　　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　　３社
・連結子会社の名称　　　　　　　ジェイ・コア株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　千車科技（北京）有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ミネルバグランディール

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法適用の非連結子会社及び関連会社数　　２社
・会社名　　　　　　　　　　　CAR AUCTION Co., Ltd.

株式会社エヴリス

②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・会社名 日本福祉車両販売株式会社

・持分法を適用しない理由 　当期純損益及び利益剰余金等の及ぼす影響が軽
微であり、かつ重要性がないため持分法の適用範囲
から除外しております。

③　持分法適用手続に関する特記事項
　持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異
なる会社については、各社、直近の事業年度に係る
計算書類を使用しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　　連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次の通りです。
　　　・千車科技（北京）有限公司　　　　　12月31日
　　　・株式会社ミネルバグランディール　　９月30日

　決算日が12月31日の連結子会社については、連結計算書類の作成にあたり、連結子会
社の決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重
要な取引については連結上必要な調整を行っております。
　決算日が９月30日の連結子会社については、連結計算書類の作成にあたり、連結決算
日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券

・時価のあるもの 　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は
全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）を採用しております。
なお、債券のうち「取得原価」と「債券金額」との
差額の性格が金利の調整と認められるものについ
ては、償却原価法（定額法）により原価を算出して
おります。

・時価のないもの 　移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．たな卸資産　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額については
収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用し
ております。
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②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産　　　　　　　 　定率法を採用しております。
　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物
（附属設備を除く）及び2016年４月１日以降に
取得した建物附属設備については定額法を採用
しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。
建物　　　　　　　　４～38年
工具、器具及び備品　４～15年

ロ．無形固定資産　　　　　　　 　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウェアについては、
社内における利用可能期間（5年）に基づいてお
ります。

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債
権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘
案し、回収不能見込額を計上しております。
なお、当連結会計年度の繰入額はありません。

ロ．賞与引当金　　　　　　　　　　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額

の当連結会計年度負担額を計上しております。

ハ．役員退職慰労引当金　　　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員

退職慰労金規程に基づく当連結会計年度末要支
給額を計上しております。

ニ．受注損失引当金　　　　　　　　受注契約に係る将来の損失に備えるため、

当連結会計年度末時点で将来の損失が見込まれ、
かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能
なものにつきましては、翌連結会計年度以降に
発生が見込まれる損失額を計上しております。

④　その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ．退職給付に係る負債の計上基準　退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退
職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用し
ております。

ロ．消費税等の会計処理　　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式
によっております。

２．連結貸借対照表に関する注記

  有形固定資産の減価償却累計額 157,863千円
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３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 3,570,000株 －株 －株 3,570,000株

(2) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2019年６月26日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 74,095 21 2019年３月31日 2019年６月27日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの

決 議 予 定 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2020年６月24日
定 時 株 主 総 会

普通株式 98,792 利益剰余金 28 2020年３月31日 2020年６月25日

４．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、一時的な余資は主に流動性の高く投資リスクの少ない金融資産で

運用し、投機的な取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

  有価証券及び投資有価証券は、主に投資信託、業務上の関係を有する企業の株式で

あり市場価格の変動リスクに晒されております。

  営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。

③　金融商品に係るリスク管理体制

・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

 　 当社は、販売管理規程に従い営業債権について、各部門長へ毎月未入金リスト

を回付し、取引先への連絡を行っております。

・市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　　当社は、有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価等を把握しており

ます。

・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払が実行できなくなるリスク）

　　当社は、手許流動性の維持などにより流動性のリスク管理をしております。
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④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算出された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織

り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動するこ

とがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが困難と認められるも
のは含まれておりません。

連結貸借対照表計上額
（※）

時 価 （ ※ ） 差 額

(1) 現 金 及 び 預 金 1,605,881　千円 1,605,881　千円 ―　千円

(2) 売 掛 金 133,556 133,556 ―

(3) 投 資 有 価 証 券 247,185 247,185 ―

(4) 買 掛 金 (20,925) (20,925) ―

（※）負債に計上されているものについては（　）で示しております。

（注）１. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

     　(1）現金及び預金（2）売掛金（4）買掛金

  これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっております。

　   　(3）投資有価証券

　これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。

　　　２. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

　非上場株式 205,487

合計 205,487

　非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
られることから、「（3）投資有価証券」には含めておりません。

５．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 677円81銭

(2) １株当たり当期純利益 92円82銭

６．重要な後発事象に関する注記

　　　該当事項はありません。

７．その他の注記

　　　特記事項はありません。

－ 20 －



貸　借　対　照　表
（2020年3月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

保 険 積 立 金

そ の 他

1,604,866

1,450,439

133,556

34

11,868

547

8,770

△349

1,056,369

283,125

107,925

914

44,593

129,691

204,423

146,997

57,425

568,820

247,185

86,902

2,104

217,038

15,589

流 動 負 債 219,614

買 掛 金 22,993

未 払 金 14,427

未 払 費 用 362

未 払 法 人 税 等 120,602

預 り 金 2,777

賞 与 引 当 金 23,169

そ の 他 35,281

固 定 負 債 262,274

繰 延 税 金 負 債 16,060

退 職 給 付 引 当 金 59,490

役員退職慰労引当金 186,724

負 債 合 計 481,889

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 2,070,447

資 本 金 191,445

資 本 剰 余 金 191,230

資 本 準 備 金 191,230

利 益 剰 余 金 1,706,296

利 益 準 備 金 1,365

その他利益剰余金 1,704,931

別 途 積 立 金 60,000

繰越利益剰余金 1,644,931

自 己 株 式 △18,523

評価・換算差額等 108,899

その他有価証券評価差額金 108,899

純 資 産 合 計 2,179,346

資 産 合 計 2,661,235 負 債 純 資 産 合 計 2,661,235
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損　益　計　算　書

（ 2019年4月 1日から
2020年3月31日まで ）

（単位：千円）

科 目 金            額

売 上 高 1,065,484

売 上 原 価 198,869

売 上 総 利 益 866,615

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 420,571

営 業 利 益 446,044

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 11,536

保 険 解 約 益 30,762

そ の 他 1,137 43,436

営 業 外 費 用

為 替 差 損 149 149

経 常 利 益 489,330

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0

子 会 社 出 資 金 評 価 損 5,492 5,492

税 引 前 当 期 純 利 益 483,838

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 173,195

法 人 税 等 調 整 額 △5,817 167,377

当 期 純 利 益 316,460

－ 22 －



株主資本等変動計算書

（ 2019年4月 1日から
2020年3月31日まで ）

 （単位：千円）

株主資本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計

別途積立金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 191,445 191,230 1,365 60,000 1,402,566 1,463,931 △18,438 1,828,167

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △74,095 △74,095 △74,095

当期純利益 316,460 316,460 316,460

自己株式の取
得

△85 △85

株主資本以外の
項目の当期変動額
( 純 　 　  額 )

当期変動額合計 － － － － 242,365 242,365 △85 242,279

当 期 末 残 高 191,445 191,230 1,365 60,000 1,644,931 1,706,296 △18,523 2,070,447

評価・換算
差 額 等

純資産合計
その他有価
証券評価差
額 金

当 期 首 残 高 151,409 1,979,577

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △74,095

当期純利益 316,460

自己株式の取
得

△85

株主資本以外の
項目の当期変動額
( 純 　  　 額 )

△42,510 △42,510

当期変動額合計 △42,510 199,769

当 期 末 残 高 108,899 2,179,346
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①  子会社株式及び関連会社株式　　移動平均法による原価法を採用しております。

②　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）を採用しております。
なお、債券のうち「取得原価」と「債券金額」と
の差額の性格が金利の調整と認められるものに
ついては、償却原価法（定額法）により原価を算
出しております。

・時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
(2）たな卸資産の評価基準及び評

価方法
個別法による原価法（貸借対照表価額については
収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用
しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産　　　　　　　　　定率法を採用しております。ただし、1998年4月
1日以降に取得した建物（附属設備を除く）及び
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
ついては定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物　　　　　　　　４～38年
　工具、器具及び備品　４～15年

②　無形固定資産　　　　　　　　　 定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内
における利用可能期間（5年）に基づいておりま
す。

(4) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債
権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、当事業年度の繰入額はありません。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額
の当期負担額を計上しております。

③　退職給付引当金　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当期末におけ
る退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま
す。

④　役員退職慰労引当金　　　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退
職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上してお
ります。

⑤　受注損失引当金　　　　　　　　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当期
末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失
額を合理的に見積ることが可能なものにつきまし
ては、翌期以降に発生が見込まれる損失額を計上
しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

　・消費税等の会計処理　　　　　　 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式に
よっております。
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２．貸借対照表に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額 156,537千円

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
短期金銭債権 825千円
短期金銭債務 8,800千円

３．損益計算書に関する注記

　  関係会社との取引高

　 　　売上高 5,200千円

　 　　外注費 17,142千円

　 　　営業取引以外の取引高 67,857千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

　自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 41,628株 73 株 － 株 41,701株

５．税効果会計に関する注記

 　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

未払事業税 5,718千円

賞与引当金 7,089千円

役員退職慰労引当金 57,137千円

退職給付引当金 18,203千円

関係会社株式評価損 15,419千円

子会社出資金評価損 23,204千円

その他 5,929千円

繰延税金資産小計 132,702千円

 評価性引当額 △100,383千円

繰延税金資産総計 32,319千円

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △48,380千円

繰延税金負債合計 △48,380千円

繰延税金負債の純額 △16,060千円

－ 25 －



６．関連当事者との取引に関する注記

子会社等

属 性
会社等
の名称

資本金
又は出
資 金

（千円）

事業の
内 容

議決権等の
所 有
（被所有）
 割合（％）

関 係 内 容
取引の
内 容

取引金額
( 千 円 )

科 目
期末残高
( 千 円 )役員の

兼務等
事業上
の関係

子会社
株式会社

ミネルバグラ
ンディール

10,000
システム
開発受託

所有
直接
49.5％

役員兼務
1名

業務受託

開発受託 67,857
ソフトウ
エ ア

58,381

ソフトウ
エア仮勘
定

55,317

外注受託 17,142 買 掛 金 8,800

(注)1．取引金額には消費税等を含まれておらず、期末残高には消費税等を含めており

ます。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

 上記の取引金額は、一般の取引条件同様に決定しております。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 617円68銭

(2) １株当たり当期純利益 89円69銭

８．重要な後発事象に関する注記

　　　該当事項はありません。

９．その他の注記

　　　特記事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2020年5月20日

システム・ロケーション株式会社

取締役会　御中

　　　　EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 原 山 精 一 ㊞

指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 白 取 一 仁 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、システム・ロケーション株式

会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書
類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注
記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、システム・ロケーション株式会社及び連結子会社からなる企業
集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査
人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従
って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要
な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を
作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正
又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書
において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の
利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
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・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事
象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が
適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書
類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関す
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、
監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら
れる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ
の内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2020年5月20日

システム・ロケーション株式会社

取締役会　御中

　　　　　EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 原 山 精 一 ㊞

指定有限責任
社 員
業務執行社員

公認会計士 白 取 一 仁 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、システム・ロケーション
株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日までの第５２期事業年度の計算書
類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその
附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に
関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる
事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容に
ついて報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

   以　　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第52期事業年度
の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、
審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以
下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役
及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社
から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成
る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役
会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況
について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明
いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している
旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人
から、金融庁の行政処分を受け業務改善計画を提出したとの報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況
を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に
違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認
めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及
び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

2020年5月20日

システム・ロケーション株式会社　監査役会

常勤監査役（社外監査役） 小 島 　 　 寔 ㊞

社 外 監 査 役 鈴 木 　 清 雄 ㊞

社 外 監 査 役 山 中 　 雅 雄 ㊞

以　上

－ 32 －



株主総会参考書類

議案　剰余金処分の件

　　期末配当に関する事項

　第52期の期末配当につきましては、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開等を勘

案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

　金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金28円

　なお、この場合の配当総額は98,792,372円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　2020年6月25日

以上
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メ　　モ
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株主総会会場ご案内図

会場　　東京都目黒区東山２丁目６番３号　本社ビル５階会議室

（交通アクセス）

東急田園都市線　池尻大橋駅下車　東口より徒歩６分


